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　The system of lifetime employment was a feature of Japanese management style and it was said 
to be one factor of economic growth. It was a stable employment system that applied only  to men. 
However, it has been diff icult to continue the system. The idea that "man works outside the house, 
and woman in the house" was realistic because many men were under the lifetime employment 
system. 
　It is not asked here whether the idea of the role of men and women is correct or not. However, 
when the lifetime employment system collapses, this idea also naturally collapses. Thus, the idea of 
work-life balance plan has arisen. This paper is to try to consider the possibility of such a plan.  
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１．はじめに

　終身雇用制は工業化時代�おける日本型経営の特徴

であり�経済成長の１つの要因�いわれてきた�それ

はほ�んど男性のみを対象�する恵まれた雇用制度で

あって�「男は外で働き�女は家庭を守る」�いう性

別役割分担を良し�する通念を正当化する�のであっ

た��ころが�サービス化の進行�長期不況�よって

その存続が困難�なってきた�この通念が正しいかど

うかは問わない�して�終身雇用制が崩れる�それ�

自ず�否定される�かくして�女性�男性�仕事（ワー

ク）�暮らし（ライフ）を共�担おう�いう考え方が

生まれてきた�本稿はその可能性�ついて論�よう�

する�のである�

　性別役割分担論は�人間�は男性�女性�いう身体

的（生物学的）�異なる二つの性がある�いう事実�

起点を持つ�男女の性差は自然が作り�した�のであ

るが�人間が作った社会��性の違いが適用されるよ

う�なってきた�すなわち�男女は結婚し�男は家の

外で働き�女は家�あって家事や育児を担う�いう役

割分担である�この考え方は�男女が生活の全てを共

�した家庭から生産の場を切り離した産業革命以降�

世界的�共通する通念�なった�

　家庭�職場が切り離される工業化の過程を通�て男

女の性別役割分担は一般化し�外で働く男性�彼をケ

アする女性のカップルの下�築かれる核家族が社会の

基本単位�なった�産業革命は��く�工業生産力を

飛躍的�高めて今日の物質文明を創り上げたが�その

直接的担い手�なったのは男性で�女性はその背景�

あって表面��るこ�は少なかった�そのため�個人

を超えた人間の社会的（公的）活動の場は男性�よっ

て占められ�人間社会�はすなわち男性社会を意味す

るよう�なり�女性社会は社会構造上点�して散在す

る個人・家庭をつなぐ私的な領域�限られてきた�男

女の差異性を前提して分担する役割を所与�する�

き�その差異性はな�を根拠�するのか�またそれは

許されるか�こうした問いかけは常�なされながら�

それが社会的な問題�発展して役割分担の見直しを迫

る�は至らなかった�
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　産業革命�それ�続く工業化の過程で生産の主力は

農業から工業�変わってきたが�この過程で大量�生

産される規格品が家庭生活を便利で豊かな�の�す

る�いわゆる生活の近代化が進んだ�また�その過程

で核家族化が進行し�男女の身分的差別を前提した封

建的家父長制を崩して男女の平等�いう意味の近代化

を進めたのだった�しかしながら�役割分担の通念が

支配する�ころで�男女間�は法的身分関係�は別の

現実的な身分関係�すなわち�女性の経済的な男性依

存�いう関係が続いてきた�

　役割分担を認める通念は�実は�工業生産力の拡大

過程で正当性を持つ�のであった�その過程で�男性

の収入が家族を養う�十分であり�かつ将来的な安定

�期待できるよう�なっていった�そこでは�あえて

女性は働く必要はない�働くこ�はつらいこ�で�楽

しみは�それ�よる所得が�たらす消費から生まれる�

男性の収入�よって消費の楽しみを享受するこ�がで

きるなら�女性をつらい労働�駆り�す必要はない�

このような「女性保護」の思想が通念の���なって

いた�だがそれは�男女双方から人生�おける選択の

自由を奪う�のである�役割分担を前提するこ�は�

女性だけでなく男性を�差別するこ��なる�

　�く�第�次大戦後�先進諸国の商品生産力��く

�工業生産力の成長は目覚ましく�男性の所得が増加

するこ��よって通念は強力�なり�「外で働く夫�

家庭を守る妻」から成る家族が増大していった�しか

しながら�1970 年代以降�工業製品は供給過剰�なり�

その生産力の拡大�は限界が見え始めた�それ���

�サービス・ソフト商品の生産が相対的�絶対的�増

加するよう�なってきた�そしてそれ�伴って�女性

の雇用機会が急速�増えてきた�人が合理性を有する

なら�その行動は�雇用機会（収入機会）�対応する

よう�なる�性別役割分担論は�労働能力�対する女

性の比較劣位を前提しているが�それは客観的�導か

れた結論ではなく�思いこみ�それを前提する教育課

程から導かれた�のである�そしてそれ故��女性は

労働市場から排除されてきたのだった�そこ��女性

の雇用機会が生まれてきた�それは通念を超えて「男

性社会」�風穴をあけるこ��なった�家庭�閉�こ

�ってきた女性たちは�機会を求めて外��始めた�

それは 70 年代から始まった�言って良いが�90 年代�

�く�半ば以降から顕著�なってきた�

　女性雇用が増えた第１の理由は�産業構造が�工業

中心からサービス業中心�変わってきたこ��ある�

その構造変化のきしみが長期不況を�たらし�雇用�

所得の減少を誘い�さら�は将来�対する経済的不安

を醸してきたのである��はや「男は外��女は内�」

�いって両者がそこ�安住していられる時代ではなく

なってきた�このこ��気がついた女性たちは�積極

的�外��るよう�なってきたが�そこ�は男性社会

の壁があり�通念の壁がある�これを打ち破らなけれ

ば将来の発展を見込むこ�はできなくなってきた�総

人口�労働人口の減少�そしてさらなるサービス化の

波がマクロ的調整を求めてきた�そして政府は�新し

いマーケット�向けて介入を始めた�

　本稿は�ここ�述べた過程を辿るこ��よって�新

たな女性社会ないし男女共生社会の姿を求めよう�す

る�のである�そこで以下の�節では�戦後の日本�

おいて法制上の男女平等が実現した��拘わらず�役

割分担の通念�は変わりがなかった事情を説明し�３

節では�経済成長�終身雇用制が通念を現実化して

いった事情を説明する�４節では�経済のサービス化

�それ�よる通念の動揺�ついて述べる�５節では�

比較生産費説�支えられた男女の役割分担論が�その

根拠を失ってきた事情�ついて述べる�６節では�共

生社会�向けて男性性�女性性を融合するこ�の必要

を説く�７節では�男女共�参画社会をうたって資源

配分�介入してきた政府の方向性�ついて論��８節

では�その現実的政策過程�ついて�９節ではその問

題点�ついて述べる�最後の 10 節は結論である�

２．戦後日本における法制上の男女平等化

　イギリス工場法は児童の保護�始まり（1802）�数

次の改訂を経て女性を対象�加え�44 年からは「保

護される人」�して女性の労働条件規制を強化して

いった�この「人道的」な法の精神は�それから１世

紀を経て�労働基準法（1947）�おける女子保護規定

�して日本�受け入れられた 1)�だが�女性保護の思

想は女性差別の思想�根を一つ�する�工場法�守ら

れたイギリス女性は選挙権�おいて�結婚後の財産所

有権その他�おいて一人前の（男���）人間�はみ

なされてこなかった�それはイギリス�限ったこ�で

はなく�どこ����ような状況があった�

　日本�おいて�女性は家（イエ）制度の下�差別
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されてきた� 家制度�いわれる家族制度は明治民法

（1890）�定められ�そこでいう家�は�１つの戸籍�

登録された戸主�戸主以外（妻子�親族）から成る�

一の氏（名字）を名乗る�のである�江戸時代�は�

氏を持つのは武士階級など一部�限られていたが�明

治民法はそれを全国民�広げたのだった�

　�一の戸籍�は１人の戸主が置かれたが�それは家

の統率者であり�その内容は�家族の扶養義務を持つ

一方で�家族の婚姻・養子縁組�対する�意権�家族

の入籍または除籍�関する�意権を持つ�のである�

この制度の下では�婚姻�よって女性は嫁�して夫の

家（戸籍）�入り�経済的�は無能力�された�すな

わち�夫の�意がなければ契約を結ぶこ�はできず�

財産は持てて�管理権は認められなかった�また�子

ど��対する親権（子育ての権利義務）は父親のみ�

与えられていた�そして成長した子ど�で�結婚する

�は親（戸主）の�意が必要だった�このよう�明治

民法の下では家族の権利は戸主の制約を受ける�ので

あった�そして戸主の地位は�長男�引き継がれるの

が一般的であった�かくして�江戸時代の武士階級�

あった封建的家父長制は�明治�なって全国民�広

がったのである�

　これ�対して戦後の日本国憲法は�第 24 条１項�

おいて「婚姻は両性の合意のみ�て成立し�夫婦が�

等の権利を有するこ�を基本」�し��項で「個人の

尊厳�両性の本質的平等」をうたった�この新憲法の

理念�照らして�明治民法の家族法は全面的�改正さ

れたのだった�

　旧民法�新民法の違いは�「女性は嫁�して既存の

夫の家�入る」から「婚姻�よって新しい家族が形成

される」�変わった�すなわち�結婚�よって女性は

夫の戸籍�入いるのではなく�夫�共�新しい戸籍を

形成するのである�そして妻の経済的無能力制度は廃

止され�親権は父母共��なり�遺産相続�男女の区

別がなくなるなど「両性の本質的平等」を実現する条

項が盛り込まれた��く��「夫婦は婚姻の際�定め

る�ころ�従い�夫または妻の氏を称する」�規定す

る新民法 750 条は男女平等を象徴的�うたっている�

こうして法制上�男女は平等�なった�はいえ「男は

外��女は内�」�いう通念�はいささかの変化�な

かった�その最大の理由は�女性の雇用機会が乏し

かったこ��ある�農業や家業の商工業あるいは家庭

内職のような形で就業する女性は昔から多かったが�

雇用契約の下�一定の賃金を得て働く雇用者への道は

狭かった�したがって働いて�経済的�自立できない

女性は�法律の如何�拘わらず結婚して夫の経済力の

傘�入らなければ親の支配から抜け�られなかったの

である�しかしながら�雇用機会が増えた近年�至っ

て��結婚�よって妻の氏を名乗るカップルはほ�ん

どいない�いう事実は通念の根強さを物語る�のであ

る 2)�

　法制上男女平等がうたわれて��現実�おける不平

等が存在したのは日本ばかりではない�その是正のた

め��国際連合が「女子差別撤廃条約」を採択したの

は 1979 年 12 月であった�それは「女性�対するあら

ゆる差別を撤廃するこ�を基本理念�する」�ので�

日本がそれを批准したのは 1985 年６月であった�そ

のため�法律や制度を整備する必要があり�84 年�

は国籍法が改正され 3)�85 年�は雇用機会均等法が制

定され�中学�高校�おける家庭科は男女共修（中学

93 年�高校 94 年）�なった�しかしながら�それで

�現実�おける男女差別は�男子�比べた女子労働力

率の低さ�また M 字型の女子労働力曲線�見られる

よう���く�既婚女性の職業選択の自由が阻害され

ていた�それ��総人口及び労働力人口の減少�いう

現実を前�して�政治・行政が本格的�その是正�取

り組み始めたのは 90 年代半ばを過ぎてからのこ�で

ある�

３．女性排除による終身雇用制

　女性が男性の経済力�依存せざるを得ないなら�法

制上の男女平等は現実性を持たない�そのため�は�

女性が男性���経済力（雇用機会）を持つ必要がある�

そこで以下��戦後の雇用関係の変化を見ていこう�

　日本では�高度成長が進行した 1950 年代半ば以降�

第�次�３次産業が急速�拡大して事業所の数が増え

規模が大きくなる�つれて�大量の労働力を必要�す

るよう�なった�その主たる供給源は�伝統的�過剰

人口を抱えていた農村であったが�それ�加えて個人

経営の商店や工場（こうば）であるいは家事使用人�

して働いていた低賃金の若者たち�そこ�吸収されて

いった�彼ら旧来の「潜在的過剰人口」�よる大量の

労働供給�より�需要の増大��拘わらず賃金は総�

て低く抑えられたが�彼ら��っては以前�は比較�
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ならない高賃金であった�

　だが労働�対する需要は主�して男性を対象�して

おり�女性の場合はほ�んど未婚�限られていた�60

年代�は�雇用関係は男女����任期を定めない一

律の定年制（終身雇用制）が一般的�なったが�女性

の場合は結婚��時�退職するのが不文律�なってい

た�したがって�女性の仕事は結婚までの「腰掛け」

であり�そのため�重要な仕事を任せられるこ��な

かった�女性の仕事�対しては「家庭�おいて妻が夫

を支えるよう�会社で�女性社員が男性社員を支える

のだ�いう認識が一般的であった」4)�そしてその雇

用期間は結婚までのこ�であった�そこ�は�配偶者

を得て家庭�入るのが女の幸せである�いう通念が支

配していた�こうして�実質的�女性を職場から排除

する�����男性稼ぎ手・養い手�いう前提�立っ

て仕事�直結しない生活給が男性�支払われるよう�

なり�年功賃金�終身雇用（一律定年）制�いう日本

型経営システムを形成するこ��なった�このような

雇用制度が日本�固有の�のであるかどうか�ついて

は議論があるが 5)�ここ�は�産業革命期イギリスの

労働組合が女性を排除しつつファミリー・ウェイジを

求めたの���論理を見るこ�ができる�

　終身雇用制は�ほ�んど男性のみを対象�したが�

そのこ�が男女差別�直結する�は考えられなかっ

た��いうの��結婚して家事や育児を担う一方�農

業や家業を手伝わざるを得なかった女性たち��っ

て�夫の給料で働く必要がなくなるのは望ましいこ�

だったからである�それは単なる労働�対する忌避観

�よる�のではなく�大家族制の下�おける嫁�して

の精神的・肉体的苦痛から解放されて核家族の主婦�

なる希望を抱かせた�のである�それは�嫁ぐ娘�苦

労をさせたくない�いう親たちの希望で�あった�専

業主婦は�すべてではない�して�女性の夢�なった

のである 6)�

　企業は�家族を支えるこ�を前提する男性�は�年

功�共�増加する一種の生活給を支払い�家族手当や

社宅を提供するよう�なった�また社会的�は�所得

税法や地方税法で�所得が一定以下の配偶者を持つ者

の所得控除が認められるなど�専業主婦を推奨するシ

ステムが創られていった�こうして 19 世紀から続い

てきた「主婦」信仰は�日本の場合�高度経済成長�

よって現実の�の�なった�かくして 60 年代�は専

業主婦型家族が一般化し 70 年代�かけて「家族の黄

金時代」��言われるよう�なった 7)8)�

　たしか��15 歳以上女子人口のうち家事専業者の

比率をみる��1960 年の 29.8％が 75 年の 36.9％�ま

で上昇している�そしてその後は 2005 年の 28.9％ま

で低下の一途をたどってきた 9)�70 年代以降女性就業

者数が増加するが�それは�これまで働く女性が少な

かった�いうこ�ではない�従来は農業や自営業�家

業�従事していた女性が多かったの�対して�た�え

ば会社�雇われて（家の外で）働く雇用者が増加して

きた�いうこ�である�それ�対して「女性の社会進

�」�いう言葉が使われたが�その趣旨は�女性��

く�主婦層が�社会から隔絶された「家庭」から社会

の一部である「職場」�入っていくこ�を言い表した

�のである�では�70 年代以降�このような変化を

�たらした要因は何だったのだろうか�

４．経済のサービス化と通念の相克

　21 世紀は日本の世紀�パックス・ジャポニカの時

代が来る�はやされたのは�株価が最高値をつけた

1980 年代末のこ�であった�世紀末�いう言葉は混

乱・混沌を連想させるが�それ�しては 20 世紀末の

異様な明るさ��まどいを覚えた�のであった�しか

しながら現実の世紀末は�得体の知れない長期不況�

落ち込んで混乱�混沌のうち�過ぎ�それが 21 世紀

�持ち越された�ここ�生�た混乱�混沌は�単�経

済的側面�現れただけでなく�伝統的な「男は外で働

き�女は家庭を守る」�いう二元論的通念�矛盾を来

たし�個人のライフスタイル�変化を求めるよう�

なってきたのである�

　19 世紀�それ�続く 20 世紀は工業化の時代であっ

た�トフラー流�言えば�農業�続く第�の波がイギ

リス�打ち寄せ�それがアメリカ�西ヨーロッパ�広

がり日本��及んできた�それ�よって家庭�職場は

分離され�「男は外で仕事をし�女は家を守る」�い

う通念が国境を越えて定着し�男女はそれぞれ�異な

る持ち場を与えられてきた�外�広がる男の職場は互

い�結びついて社会の枠組みを形成する一方�個々の

家庭は社会構造から見れば点�して散在するだけ�

なった�そうして男たちが決定し動かしていく男性社

会がすなわち人間社会を意味するよう�なった�

　工業化の時代��のを作る�は工場が必要であり�



39〔原著論文〕実践女子大学　生活科学部紀要第 47 号，2010

それを作る�は金（資本）が必要である�価値�価格

が等しい�すれば百万円の自動車を百万台生産すれ

ば�１兆円の価値が生まれ�それが生産�参加した人

び�の所得�なる�豊かさの程度は作られる商品の量

�よって決まる�そう�すれば�工場は豊かさの源�

なる�そこ�おける問題は�いか�して工場を大きく

し�生産を拡大し販売を増やすかである�自由な競争

の下でそれ�勝ち抜いていくため�は�効率性・生産

性�秀でなければならず�それを達成し�成功を収め

るため�は強靱な身体�精神力が求められる�仕事の

場�は競争の場であり身体や精神の損耗を強いる�こ

ろである�したがって優しく従順なか弱い女性は�そ

のような過酷な環境�置かれるべきではない�このよ

うな「人道的」配慮から女性は家庭�帰されるこ��

なった�

　一方�仕事�よって男たちは心身をすり減らし労働

力は劣化する�それを回復する�は「労働力再生産の

場」�しての家庭が必要であり�そこで男たちをケア

する仕事が女性�与えられたのである�この再生産の

ための労働は女性の天職であり�その本性�基づく行

動である�したがってそれは�人間�自然�の意識的

な相互作用である生産労働（賃金労働）�区別されね

ばならない�このよう�説いたマルクスはその資本主

義崩壊論�よって 20 世紀の中葉まで資本主義社会�

おける共通の敵役であったが�こ�女性労働観�関し

ては敵味方なく受け入れたのであった�搾取する方（資

本家階級）�される方（労働者階級）��男たちは結

束して女性を経済的支配下�置こう�したのである�

　男たちの結束が女性を仕事の場から排除した�し

て�それは社会的再生産構造の見地から承認される�

のであった�工業中心の再生産構造は�外で働く男を

ケアする「主婦」たる女性の存在を認めてきたのであ

る��いうの��企業は利潤の獲得を最大の目的�す

るが�工業化時代のそれは生産性�賃金の差異性�求

められた�「主婦」の存在は企業の目的�両立する�

のであった�利潤を得るため�は生産性を高め�賃金

を抑制しなければならない�そこで企業は�生産性の

向上�直結する設備投資を積極的�行う一方で�そこ

で働く男たちが後顧の憂いなく仕事�専心できるよう

�（高い生産性を維持するため�）家庭�おける女性

のケアを求めた�女性がケア�専心するため�は家庭

�おける経済的安定が必要である�そのため��男性

働き手型の税制や社会保障システムが作られる一方�

企業は�後�「日本型経営の特徴」��呼ばれるよう

�なった年功序列賃金�終身雇用制を築いていった

が�結婚・退職を前提�女性をその対象から外したの

だった�こうして家庭の経済的責任を全うする「男の

面子」を立てるこ��よって�その労働力を良質�保

ち賃金以上の働きを期待したのであった�工業化過程

がピ－クを迎えたのは 1970 年代の始めであった�

　だがピークを超える�あ�は下り坂�なる�それ以

降�工業生産量は相対的�減少しサービス化が進行す

るよう�なった�このこ�をトフラーは「第三の波」

の到来�言い�ダニエル・ベルは「ポスト工業化社会」

の到来�呼んだ�遅れてこの流れ�乗った日本がそれ

�気がついたのは 1990 年代�入ってからだった�

　工業化のピーク�は�工業生産力が十分�高まって

需要を満たした状況で�それ以上の生産力の拡大は供

給過剰を創り�していく�しかし�80 年当時の日本

�は過剰生産の自覚がなく�したがってその後�高率

の設備投資�よる工場の拡大が続き�労働需要を増大

して賃金の上昇を誘っていった�一方�過剰生産はや

がて商品価格�下落圧力をかけるよう�なっていっ

た�それまでは�メーカーが�荷時�利潤を見込んだ

価格を設定し�それがそのまま小売値（定価）�なっ

ていたが�70 年代以降�なる��定価は値崩れを起

こして値引き販売が当たり前�なり�やがては定価そ

の�のがなくなっていった 10)�それ�伴って生産性

�賃金の差異性が消えていった�日本が�工業製品の

供給過剰�サービス化の流れを自覚したのは経済成長

�対する期待感がなくなった 90 年代�入ってからの

こ�で�その半ば以降�なる��利潤を求める企業は

賃金の切り下げを含む労働条件の引き締め�かかり�

従業員の大量解雇を意味する「リストラ」が続くよう

�なった�

　工業製品の供給が過剰�なりその利潤が失われてく

る��新たな利潤を求めてサービス製品の生産が拡大

してくる�両者の違いは目で見�手で触れるこ�がで

きるかどうか�いわば質量�して存在するかどうか�

ある�また�この違いから言えば�前者�は生産�販

売の間�時間的�距離的隔たりが認められるが�後者

�はそれが認められない�た�えば�エアコンは工場

を稼働させればいつで�生産できて�つくった�のは

倉庫�積み上げ�時期が来ればどこへで�持って行っ
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て販売するこ�ができる�レストランが提供する料理

ではこうはいかない�そこでは原則的��客の姿を見

て初めて生産が始まり�ストック�移送�きわめて限

られる�すなわち工業製品の生産�は定時的・連続的

な労働が求められるの対して�サービスの生産�はむ

しろ断続的な労働が求められるのである�

　工業化時代�は終身雇用制が�られた�はいえ�百

貨店が初めてパートタイム職を設けたのは�その黄金

時代�あった遠い1958年のこ�であった�世界のトッ

プクラス�成長した自動車産業��それを支えるため

�は常�雇用期間を限定した従業員を必要�した�た

�え現在および近い将来�生産量�売上高の増加が見

込める�して��終身雇用を前提した賃金コスト（固

定費）が増大するなら�さら�その先�は生産性�賃

金の差異性が逆転するリスクがかかってくる�「商品

の消長は 30 年」�言われた時代�あった�それはど

んなベストセラー商品�あるいはそれを生み�す業界

� 30 年�経てば収益力をなくす�いう意味であるが�

工業製品の供給過剰�サービス生産のシェア拡大�

よって�その消長期間は次第�短くなってきた�そう

する�短期雇用が求められるよう�なる�

　工業製品�た�えば洗濯機が求められるのは「便利

だから」�いう理由�よる�それは万人�共通するの

で�洗濯機は大量�求められるし�さら�便利な物が

現れない限り�長い期間�わたって売れ続ける�これ

�対してサービス製品の多くは「楽しさ・面白さ」を

理由�求められる�その基準は人�よって異なり�ま

た移ろいやすい�のである�そのため�サービス製品

の生産ロットは小さく�消長期間は短くなる�だから

雇用形態がそれ�応�て変化しなければ損失リスクは

高くなる�そこでこれを回避するため��雇用期間を

定めるパートなど新しい雇用形態が求められるよう�

なってきた�そして80年代以降はそれが傾向的�なっ

てきた�そして 90 年代半ば以降�不況が長期化�深

刻化する�つれてその傾向�拍車がかかってきた�需

要は大きく振れるよう�なり�それ�合わせて供給を

調整するため�は雇用は流動的でなければならないか

らである�

　終身雇用は�労働者�は生活の安全・安心を�たら

すが�企業��っては労働コストを固定化する危険を

�たらす�そのため�労働力の流動化（解雇の自由）

が早くから求められていたが�1986 年�は�それま

で禁止されてきた労働者の間接雇用を認める労働者派

遣法が施行された�この法律の対象�なる労働者は�

当初�ごく一部の専門職�限られていたが�99 年の

改訂で原則自由�なり�04 年の改訂では製造業への

派遣�認められた�産業界はこれ�乗�て自由�解雇

できる労働者を増やしていった�雇用期間�定めのな

い（終身雇用の）正規社員�そうでない非正規社員�

いう言葉が使われるよう�なり�後者�入る任期制の

職やパート職�派遣職が増えて�はや長期的雇用が一

般的である時代ではなくなった�いう認識が生まれて

きた�こうして工業化過程の社会的安定を担ってきた

終身雇用制�亀裂が入いる��男性の安定した賃金を

前提�して成り立ってきた「男は外で働き�女は家庭

を守る」�いう通念はその根拠を失うこ��なる�

　パートや派遣など低賃金�短時間労働�対する需要

の増加�応えたのは�既婚女性を中心�する新たな労

働供給であった�既婚女性が就業する場合�その多く

は家事・育児など家庭責任を果たした残余時間�限ら

れるから短時間労働を選択せざるをえない�一方�夫

が終身雇用制�守られた正社員なら妻はパートの低賃

金で�家計は足りる�こうして低賃金労働�対する需

要側のニーズは短時間労働を望む供給側のニーズ�合

致して主婦の就業が進むこ��なった�しかし�男性

の終身雇用を前提�した低賃金労働力の大量供給は重

大な社会問題を引き起こすこ��なった�

　第１�を見る��96 年からの 10 年間�男性雇用者

数は３千 300 万人台から若干の減少が見られる程度で

あるが�女性の雇用者数は�千万人強から 400 万人ほ

ど�増加している�女性雇用者の増加は�これまで無

業であった女性たちの就業が大きく与っている�そし

てその頃から保育園の待機児童が増えてきた�一方�

この間��雇用期間�定めのない正規就業者の比率が

低下し�パート等非正規就業者比率が高まってきた�

すなわち男性の正規雇用者比率は 90％から 81％へ�

女性のそれは 60％から 50％を下回るよう�なった�

利潤を確保するため�低賃金�短期雇用を求める企業

の雇用ニーズは女性労働の供給�よって支えられてき

た��ころが�そうした女性労働力の供給�よって�

生産性が低い��拘わらず正規就業者�して迎えられ

てきた男子を含めた若年層が非正規雇用�代えられる

こ��なった�かくして若者�就職難の時代がやって

きたのである 11)�



第１図　雇用形態別雇用者の推移
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　1950 年代以降�日本の労働市場は�た�え不況期

であって��若年者�職を提供できないこ�はなかっ

た�女子の場合�は離職年齢が若かったから常�新規

の雇用があったし�男子の場合�は�長期的な見地か

ら労働力を養成する必要が企業�あったからである�

そこでは�賃金�生産性は生涯を通�てつ�つまを合

わせれば良かった�若者を雇い入れる��初めのうち

は賃金が生産性を上回る�して��職場訓練を積んで

やがては賃金を上回る生産性を上げるよう�なる�賃

金を超える生産性の剰余分は�本人より��生産性が

賃金以下�低下した高年齢層�配分されて年功序列賃

金を維持してきた�この世代間配分の正当性は�だれ

�が終身雇用の下�あるこ�を前提�する�そのため

�は�将来の経済成長�対する期待が必要である��

ころが�工業製品の供給過剰�サービス生産の拡大�

よって商品の消長期間が短縮し�それが長期雇用�将

来の経済成長�対する不安を拡大した�将来の成長期

待が縮小し�不安が拡大した�ころでは�雇用期間は

短縮され�賃金�生産性の違いを世代間で調整するこ

�はできなくなる�そのため�企業は�賃金�生産性

の短期的な一致を求め�労働者�は�時間�金をかけ

て教育しなくて�すぐ�役立つ「即戦力」を求めるよ

う�なっていった�

　女性の進学率はむしろ男性を上回るよう�なり�そ

の多くが正規社員�して就業するよう�なる��男女

間の賃金格差はなくなる�そのような女性たちが�結

婚を機�して�産・育児などを理由�仕事を辞めるた

め�は�男性�それを補う収入のあるこ�が前提�な

る�女性��って�結婚�よって失われる収入が�そ

れ�よって得られる（男性の）収入を下回るならば�

結婚は経済的�成り立たない���より結婚は「両性

の合意のみ�基づいて成立する」（日本国憲法第 24 条）

が�合意の内�は経済的安定�含まれている�そうな

る�結婚相手は自ず�限られてくる�まして�将来�

わたって家族を扶養するような収入を期待できない非

正規就業の男性を結婚相手�選ぶような女性はごく限

られるであろうし�そのような男性は結婚�対して自

ら身を引くこ��なるだろう�

　男性の安定的高賃金の前提が一般性を失って�「男

は外��女は内�」�いう通念は根強く残っている�

むしろ仕事環境が厳しくなる�つれて�若い女性の間

�は�自ら働くより�男性のケア�回った方が良い�

いう「主婦願望」が高まってくる��ころがその相手

�なる男性の間�非正規雇用が増えてくる��それ�

応えられる経済力を持った男性は限られてくるから自

ず�婚姻率は低下する�経済力�自信のない男性が�

経済力のある女性を求めて��それがかなえられる場

合はきわめて限られる�長い間�わたって受け入れら

れてきた通念は�た�え現実性が希薄化して�観念的

�は居座り続ける�ここから生�る社会的不安定を解

消する�はどうすればいいのだろうか�

５.男女の性別役割分担と比較生産費説

　性別役割分担を良し�する通念は�その現実性が疑
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われるよう�なって��なお根強く残っており�それ

故の社会的問題を引き起こしている�男女の差異性は�

はるかな昔�ギリシア神話や日本の『古事記』��描

かれており�キリスト教は露骨な男性優位を説いてき

た�古来からある男女の差異性を認める通念は�それ

を制度化した産業革命以降さら�強力�なった�

　産業革命が�たらした近代化�は�筋の道があっ

た�１つは工業生産力の拡大（良質な規格品の大量生

産）�よる便利で快適な暮らしへの道であり�いま１

つは封建的家父長制を崩して人間の平等化へ�向かう

道であった�基本的�は市場メカニズムを通�て進行

した工業生産力の絶対的・相対的拡大は�衣食住の暮

らし�かかわる物�不自由しない豊かな社会をつくり

だした�それは�時��近代以降�続く家父長制の温

床であった農業や個人経営の商工業を片隅�追いや

り�雇用者（サラリーマン）を中心�する核家族の形

成を促すこ��よって�職場�おいて�家庭�おいて

�旧来の身分関係を崩していったのだった 12)�だが

それ��拘わらず�男性の経済力�対する女性の依存

はむしろ顕著�なっていった�

　日本�おいて�夫婦（両親）��人の子ど�からな

る核家族世帯が全世帯を代表する�の�して「標準世

帯」�呼ばれるよう�なったのは 1970 年代のこ�で

あった�外で働く夫�家庭を守り子ど�を育てる妻の

協力から成るこの世帯は�産業革命以来長年�わたっ

て求められてきた「妻は家庭�居るべし」�いう前提

�立った１つの理想型であった 13)�

　学校を卒業する�花嫁修業�入ったり�家業を手

伝っていた女性たち��高度成長期�は雇用者�して

就業するよう�なってきた��く�「新制高等学校を

卒業した女子が�製造業�卸売・小売業�金融業など

の事務従事者�して正規雇用されるルートが確立・維

持されるよう�なった」のである 14)�これが進学率

の上昇�つれて短大卒�広がっていくが�彼女たちの

職場�おける役割は男性の補助であり�雇用期間は実

質的�結婚までの腰掛けであり�使い捨てであった�

それだけ�回転が速く�そのため�新規卒業者の職場

は常�確保されていた�ここ�おける女性�は�結婚

までの雇用の安定�結婚後の男性依存�よる安定した

生活が予定されるこ��なった�言ってみれば女性た

ちは�早期�職場から退�するこ��よって後輩女性

�道を譲る�共�男性の身分を保証し�自らその庇護

の下�入っていったのである�

　男女の役割分担を良し�する通念の経済的意味�お

ける正当性は�比較生産費説（比較優位説）�よって

理論的�証明される�この説は�19 世紀の昔�ディ

ビット・リカードが提唱して以来�幾たび�論争の的

�なりながら今日�継承されてきた�ので�簡単�説

明する�次のよう�なる��つの仕事の双方�すぐれ

た人がいる�して�その両方をこなすより��より生

産性の高い仕事�特化して他方を他人�委ねる方が全

体�しての生産力が高まる�これを外で働く仕事�家

事�適用するなら�男女が共�双方を担うより��仕

事�すぐれた男性は仕事�特化し�家事�すぐれた女

性はそれ�専念した方が�人の生産力を高めるこ��

なる�妻の「内助の功」�よって家族責任を免れ後顧

の憂いなく働くこ�のできる男性はその労働能力を高

め�それが社会の生産力を高め家庭�豊かさを�たら

す�考えられた�のである�ここでは�男性はなぜ仕

事の生産性が高いかはあまり問われず��っぱら「女

性は家庭�向いている」�いう先入観から�家事�対

する女性の比較優位�仕事�対する比較劣位を決め込

んだのであった�

　その先入観故��女子�は男子�ない家庭科教育が

施され�職業能力を養う高等教育は不要である�いわ

れてきた�高額の費用がかかる高等教育を受けて��

家庭�入る女性はそのコストを回収できないからで�

あった�それで��男性の進学率上昇�遅れはしたが�

70 年代�なる�女性の進学率が高まってきた�しか

しその進学先を見る��男性が社会科学系や工学系中

心であるの�対して�女性は職業教育�は距離を置く

文学系や家政系�教育・保育・看護系�集中していた�

そうした高等教育を受けた女性たちが就く仕事の多く

は�教員�保育士�看護士など�売上高や生産性を問

われる部門ではなかったし�一般企業で�後方部門の

事務職が多かった�こうしたこ�から�男女の職業能

力の差異性がいわれてきた�だが見方を変えれば�こ

ういう部門�しか女性�対する求人がなかった��い

える�

　高度成長期を通�た工業化過程では�男女の役割分

担論の背景�ある比較優位説を�労働の需要側�供給

側�それ�は知らず�信�込んでいたのである�その

前提の下で�社会的��家庭的��物質的な豊かさが

高まっていったから�少なく��経済的�はこれを疑
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う理由はなかった�日本�おいて�工業生産量�工業

労働者数が絶対的・相対的�増大する工業化過程が

ピークを迎えたのは 1970 年代のこ�で「標準世帯」

の定着��時期�当たる�しかしながらそれ以降�産

業全体�占める工業の生産量・労働量は共�相対的�

縮小し始め�90 年代以降は絶対的��縮小するよう

�なったのだった 15)�第３次産業が拡大するサービ

ス化時代（ポスト工業社会）�入ってくる�比較優

位説�よる男女の役割分担論��ほころびが見え始め

た�

　工業�代わって拡大してきたのは物ではないサービ

スを生産する第３次産業（広義サービス業）��く��

運輸・通信�卸・小売�金融保険など伝統的な分野�

属さない�その他サービス業であった�それ�よって

オフィス事務や販売�対人接客ばかりでなく教育や医

療・福祉などの専門職で�女性労働�対する需要が増

大してきた�一方�家庭で生産されてきた財・サービ

スの多くが金を払えば買うこ�ができるよう�なって

きた�いわゆる家事の商品化である�そうする��た

�えば家�いて子ど�の服を縫うの�その時間を外で

働き�その賃金で子供服を購入するの�どちらが効率

的か�後者を�るなら�かつては女性�必須であった

裁縫技術は不要�なり�それを習得するための「花嫁

修業」�必要なくなる�それ�代わって必要�なるの

が労働能力であり�それを養うため�進学率が上がっ

てくる�

　こうして家事の商品化が進んで家庭生産の必要が減

る一方で�収入の得られる雇用機会が広がる��家�

いるこ�の機会費用が高まる�そうする��必然的�

外で働く女性が増えてくる�学校を卒業する�家庭�

戻って花嫁修業�励んだ女性たちが職�就くよう�な

る�さら�は商品化や家族数の減少�よって家庭生産

の必要性が低下した既婚女性の間��就業率の高まり

が見られるよう�なってきた�それまで�女性は長期

的な労働力�みなされず�それ故�マーケット�おけ

る資源配分の埒外�置かれてきたのであるが�サービ

ス業の拡大は�新たな労働力を必要�し�それを女性

�求めるよう�なってきたのだった�比較優位説の前

提は崩れてきた�この傾向は 70 年代から 80 年代を通

�て高まってきた�それ�対して男性の経済力�依存

する「主婦」を否定する「女性解放運動」�起こって

きた�

　男性の経済力�依存する女性は�外部の競争�さら

されるこ�なく経済的�安穏な生活を送る代償��家

庭�いう檻�閉�こめられて行動の自由を失う�結婚

��らわれず経済的�自立するなら�女性はこの檻か

ら解放されて自由�飛翔するこ�ができる�こうして

就業機会を得た女性たちの間�は形式的な結婚を望ま

ず�仕事を持って経済的�自立する「翔んでる女」�

対する期待感が高まってきた 16)�しかしながら�男

性の雇用環境が未だ安定していた 70 ～ 80 年代�は�

労働力�して女性が求められるのは「結婚するまで」

のこ�であり�それ�ほ�んどは男性労働力の補助�

限られており�結婚後は「家計の補助」のための労働

力�しか認識されるこ�はなかった�だから「女性解

放運動」�「翔んでる女」�一時の流行�終わらざる

をえなかった�

　それ��拘わらず�長期的�は労働人口の減少が懸

念されるよう�なった 80 年代�は�女性の労働力化

は社会的課題�なってきた�そして「それまで少数派

であり�女性役割�は不必要な『過剰』な教育を受け

た存在�して労働市場から排除されてきた大卒女子

は�80 年代�なる��はや無視できない存在�なり�

新規雇用が本格化していく」のである 17)�そうなる

�職場�おける現実的な男女差別が問題�なってく

る�かくして差別の前提�なっていた労働基準法の女

子保護規定を廃して男女雇用均等法が公布（85 年６

月）されるこ��なった�

　男性の経済力への依存が保証されるなら�あえて女

性が働く必要はない�このこ�は�夫の収入が高まる

ほど妻の就業率は低下する�いうダグラス・有沢の法

則�示されてきた�アメリカの経済学者ポール・ダグ

ラス�よる 1930 年代アメリカの�日本の経済学者有

沢広巳�よる戦後間�ない日本の実証分析から引き�

されたこの法則は�70 年代以降�現実妥当性を持っ

てきたが�近年では揺らぎ�生�てきた 18)�90 年代

以降の長期不況過程を通�て�男性の雇用環境は悪化

して賃金は低下し�失業の不安�高まってきた�ころ

から�女性は安ん�て男性の経済力�依存するこ�が

できなくなって全般的�就業率を高めてきたからであ

る�そしてその収入�は「家計の補助」どころか家計

の柱�なる必要性さえ�生�てきた�それ�対して女

性を長期的�労働力化するため�は�従来の慣行で

あった職場�おける男女差別を解消する�����家
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庭�おける家族責任問題を解決しなければならない�

　女性の家庭労働は家事の他�育児や介護��向けら

れてきたから�女性が仕事のため�家庭を離れるなら�

それ�伴う社会費用がかかってくる�すなわち�家庭

で生産してきた育児や介護�関わるサービスは�その

すべてではないが�家庭内の生産から市場の生産�移

され�したがってそれ�は価格が付くこ��なる�女

性を仕事�誘う�は�仕事�よって得られる賃金が�

その価格以上でなければならない�それを保証するた

め�は育児や介護サービス�補助金を付ける必要があ

る�いわゆる育児�介護の社会化である�90年代以降�

日本の行政はその方向�動いてきた�

　男は仕事�向いており�女は家庭�向いている�い

う通念の上�立つ比較優位説が男女の役割分担を正当

化し�産業革命以来�労働マーケットは女性を排除し

てきた�それ�対して育児�介護の社会化�男女雇用

機会の均等化は�比較優位説の���なった「女性は

家庭�向いている」�いう根拠のない通念を超えて女

性をマーケット�送り込�う�する�のである�だが

そこ�待っているのが低賃金の非正規労働である�す

れば�それは却って正規労働を縮小し�生活の不安を

助長するこ��なる�

７．男性性・女性性の論理とポスト工業社会

　心理学は�刺激�対して人間がどう反応するかを問

うてきた�心理学者�被験者�男性�限られていたそ

の当初は�男性がすなわち人間であったが�その後�

女性が加わるこ��よって�男女間の心理的特性�し

ての性差を描き�すよう�なった�そしてそれは�生

物学的性の違いから生�る自明の差異である�してそ

の起源を問うこ�はなかった�しかしながらそこ�社

会・文化的性�してのジェンダー概念を導入するこ�

�よって�その起源を問うよう�なってきた�男性性

の特徴を成功・達成の追求�ある�すれば�女性性の

それは成功・達成の回避�みられる�この相反する性

差の由来は�生物学的性の違い�あるのではなく�そ

れぞれの置かれた状況の違いから生まれる�のである

�心理学は説く�すなわち「人の心�行動は�人が置

かれている社会・文化的状況の中で形成され特徴づけ

られる」�のである 19)�

　「男は外��女は内�」�いう通念は�心理学の知

見を待つまで�なくむしろ本能的な男女の生物学的性

差観�由来する�そしてそれ�よって�男性の経済役

割�女性の男性�対する世話役割�いう男女の性別役

割分担が現実�なる��その状況がまた通念を強化し

て男性性�女性性を峻別してきた�言える�産業革命

期�おける生物学的性差観�よる女性の工場労働から

の排除�は�まり�高度成長期�おける男性実質賃金

の上昇が性別役割分担を正当化したのである�そして

高度成長の時代が終わり工業化社会からポスト工業化

社会（サービス・ソフト化社会）�入ってくる�役割

分担論��変化が見え始めた�

　工業生産力の増加過程では�それを促進するような

システム�マルクス流�言えば生産関係が形成され�

生産力が築かれた�そしてそれを下部構造�して�政

治的�社会的�文化的上部構造が形成されてきた�そ

こ�は�男女を区別する法制度�男性稼ぎ主型社会保

障制度�専業主婦を持つこ�を前提した税制や企業の

社員福祉制度など�含まれていた�それらは女性�よ

る男性のケアを前提して生産の拡大�貢献するシステ

ムであった�その効果があって生産が拡大した�して�

やがて供給過剰を生み�すこ��なった�マルクス

は�過剰生産こそが資本主義崩壊の端緒�なる�いっ

たが�80 年代の日本は�国内の供給過剰を輸��よっ

てカバーしてきた 20)�だが 90 年代半ばを過ぎる�政

府�よる需要拡大を加えて�過剰生産は解消されず�

つい�は縮小再生産（マイナス成長）�追い込まれる

よう�なった�

　物質文明��いわれる資本主義文明は生産力の拡大

�共�その質量を増してきた�それは�巨大な工場群

�都市のビル群�それをつなぐ陸海空路�交通手段�

金融・財政�政治・行政システムなどハードの組み合

わせから成っている�この文明�生産力をつくりだし

たシステムは資本主義�自然発生した市場メカニズム

であるが�そこでは競争を前提した合理性�効率性�

生産性が支配する�それ�優れた者は市場�生き残り�

劣った者は追放されてきた�そこ�勝ち残って最後の

利潤を手�するのは�常��新た�開発し�他を支配

して集中し独占するこ�のできる者たちである�ここ

で求められるのは�利潤最大化あるいはコスト最小化

�いう論理的思考の実践である�それを実行してきた

のは�金銭的報酬や社会的地位�いう形で成功・達成

を追求する者たち�主�して男たちであった�

　男たちは�職場から子ど�や家庭�いう私的な関係
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　�：サービス業�は�第３次産業のうち�卸売・小売業�金融・保険業�不動産業および運輸・通信業�属さないその他サービ
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第２図　製造業とサービス業の生産額・雇用者比率
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表　製造業とサービス業の生産額・数業者数

単位：億円�万人 　　　　　　　　　　

   1975    1990    1996    2005 

生
産
額

製造業

サービス業

 442,500

    162,512 

  1,229,730

     678,904

   1,171,930

     925,633 

  1,051,952

     1,076,503 

 

就
業
者

製造業

サービス業

   1,432

784

  1,535

  1,381

  1,375

  1,731

1,105

2,176 
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を排除し�大人�よる公的な場�してきた�そして女

性�は私的な領域を委ねるこ��よって仕事の場から

排除してきた��ころが�男たちの作りだした工業生

産力は過剰�なり�必然的�産業構造はサービス化・

ソフト化してきた�そしてそれ故�女性を仕事の場�

誘う必要が生�てきた�

　人間の考え方を男性性�女性性�分けるなら�前者

は�仕事�対して社会的な地位や収入�いった外発的

目標を求めがちである�それ�対して後者は�地位や

収入より�仕事�対する関心やそれ�よる社会的貢献

�いった内発的目標を求めがちである 21)�工業化の

過程でハードの文明を築き上げてきたのは�女性性�

見られる共感性 ( 他者の思いを理解してそれ�反応す

る能力）の論理より�むしろそれを排除するシステム

的な男性性の思考法（他の事情を一定�して最大の効

率化をはかる）であった 22)�しかしながら�工業の

拡大が終わりサービス・ソフトがそれ�代わるよう�

なる�従来の思考法は一般性を持たなくなってきた�

　生産の拡大�それが�たらした供給過剰の過程で�

産業構造は大きく変わってきた�1950 年�は農林水

産業の就業者比率は 50％を超え�第�次産業を合わ

せて 80％弱の人び�が何らかの物作り�関わってい

たが�2005年�はその比率が30％�低下した�いまや�

働く人の 70％は�生鮮食品を含めた食料品や衣料品�

生活用品や住宅�自動車その他諸々の有形財の生産�

関わるこ�なく暮らしている�GDP の構成比から見

て��第１次��次産業生産額は 30％弱�すぎない�

広くサービスを生産する第３次産業全体の拡大を導い

たのは�卸売・小売業�金融・保険業�不動産業�運

輸・通信業などサービス主要部門の拡大�さるこ�な

がら�それら�は含まれない飲食店・宿泊業�教育�

学習支援�医療�福祉�スポーツ・娯楽�生活関連�

旅行�広告など対人接客を中心�する「サービス業」

の生産および雇用の増加であった�第��および表を

見る� 1975 年から 2005 年の 30 年間��全産業生産

額�占める「サービス業」の比率は 11.7％から 23.2％
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（107 兆 6,503 億円）へ�就業者比率は 15％から 32％

（2,176 万人）�上昇したのだった�その結果�サービ

ス業の雇用者比率は製造業のそれを大きく上回っただ

けでなく�生産額比率�上回るよう�なった�このよ

うな社会は�ポスト工業化社会あるいはサービス・ソ

フト化社会�呼んで�良いだろう�

　だがここで問題�なるのは�サービス業�製造業の

生産性格差である�先の表から計算する��2005 年�

おけるサービス業の１人当たり生産額は 495万円�そ

れ�対して製造業のそれは 952万円で�サービス業の

1.9 倍�当たる�この比率は 75年以来拡大し続け�サー

ビス業就業者が急速�増えた 90 年代後半から顕著�

なった�のである�生産性が高い部門の就業者が減少

し低い部門の就業者が増加する�いうこ�は�社会全

体の所得を引き下げ�生活不安を拡大する���なる�

　男性中心の労働は�男性性の論理の���物を作り

�すこ��よって巨大なハードの生産力を築き上げて

きた�いまや�その物をどう使い�どう利用するこ�

�よって新しい価値を創り�すかが問われる時代�

なった�有形財�それをはるか�上回る多様性�富ん

だ無形財（サービス・ソフト）を生産していくため�は�

男性性�見られる効率性の論理�共�女性性�見られ

る共感性の論理�いわばハードの論理�ソフトの論理

が���求められるよう�なってきたのである�「便

利さ」を価値基準�する工業製品の多くは万人�共通

する�ので�いか�して大量生産を可能�するかが問

われ�そのため�生産性・効率性�いう一元的思考が

求められる�それ�対してサービス・ソフト製品の多

くは「楽しさ」を基準�選択される�ので�その基準

は各人各様である�したがってそれは�一元的思考の

下�大量生産すればよい�いう�のではないし�また

そうはできない�そこ�はむしろ多様性や差異性が求

められる�

　商品�多様性や差異性が求められる�き�その生産

の場が旧来の生産性・効率性を全て�する一元的思考

で占められるこ�は許されない�いわばそのミスマッ

チが長期不況の１つの要因であった�生産性を問うこ

�は賃金の切り下げや大量の解雇�結びつき�それ�

よる購買力の低下�よって過剰生産状態が続いて価格

は下落し�そのため�さら�賃金コストを引き下げる

�いう悪循環�陥ってきたからである�生産性の面か

ら言う��「家庭責任」を持って仕事�専心できない

人は非生産的�して仕事の場から排除される��ころ

がいま求められるのは�生産性の引き上げ（コスト削

減）�よる安売り競争ではなく差異性のある新しい商

品の開発である�そのため�は�人間のやってきた仕

事をより効率的�行う機械�代替するのではなく�人

間の思考力こそが求められる�そこ�は効率一辺倒で

はない様々な思考の組み合わせが求められる�それを

可能�する１つの方法は�「男は外��女は家�」�

いう男女二元論ではなく�男女が共�協力するシステ

ムを構築するこ�である�男女間の思考あるいは志向

の違いが心理学が言う「置かれた状況の違い」からつ

くられた�のか�生物�しての男女の体内で生産され

る化学物質の違い�よる�のかは問わない�して�多

様な考え方を生産の場�持ち込む必要が生�てきたこ

�は確かである�

　人間がする仕事をより効率的�果たす機械�置き換

えるこ�を�マルクスは資本の有機的構成の高度化�

呼んだ�彼はそれ�続けて�これ�よって職を失った

労働者は購買力を失い�やがて資本主義は過剰生産�

陥って�その故�崩壊する�説いた�現代の解釈で言

えば�彼は合成の誤謬�ついて説いたのだった�

　工業化過程では個々の企業のイノベーション＝技術

革新が生産性の向上�生産量の拡大を�時�進めてい

く�それ�共�周辺の産業が成長して資本主義は崩壊

�向かうのではなく豊かな社会�向かってきた��こ

ろが�工業は過剰生産を引き起こして利潤は失われた�

それを回復するため��個々の企業が己の利潤を求め

て賃金の引き下げや雇用の削減を進めるなら�却って

社会全体の利潤は失われ�当の己�また存在を否定さ

れる�いう合成の誤謬が生まれる�シュンペーターの

言う均衡の崩壊である�

　ここ�日本の長期不況の根本的原因があった�停滞

を免れて新たな発展�至るため�は�新機軸の打開が

必要だ�シュンペーターは説いた�イノベーション�

はまさ�新機軸の打開�単なる技術革新ではなく革新�

すなわち�これまでの�の�は違う新しい工夫や考え

方を実現するこ�である�工業�変わって成長してき

たサービス・ソフトの生産性を向上させて成長力を回

復する�はイノベーション��く�サービス業の革新

が必要である�そのため�は�工業化過程�支配的だっ

た男女の役割分担論を見直さなければならない�
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７．市場の資源配分に対する介入

　サービス・ソフト化の進行�すなわち生産および雇

用の比率が第１次�第�次産業から第３次産業��く

�「サービス業」�傾いてきた�いうこ�は�労働や

資本など資源の流れがその方向�厚くなってきた�い

うこ�である�自由な競争状態では�資源配分�すな

わちだれが何を作るため�どれだけ資源が配分される

かは市場メカニズムが決定するが�そこ�は時�して

人為的な命令システムが介入してきた��いうのは�

経済合理性の下�ある自由な競争市場は��き�強者

が弱者を排除して独占を誘うなど社会合理性�反する

結果を�たらすからである�そうした市場の失敗を防

ぐため�競争のルール化�すなわち法�よる規制が行

われてきた�それは市場の資源配分�対する介入であ

り�その始まりはイギリスの工場法�見られる�

　女性�子ど�を長時間労働から解放して家庭�戻す

こ�を意�した 19 世紀イギリス工場法は�労働市場

�対する政治的介入であり�それ�よって資源配分の

流れは変わった�工場法以前�拡大するイギリスの綿

業市場は男性労働力より�賃金の安い女性労働力を吸

収した�男女�種類の労働力が�質であれば�当然�

価格の安い方�需要は集中する�だがそれは「保護さ

れるべき人」である女性を虐待する�ので�今ふう�

言えば「市場の失敗」である�して�労働時間を制限

して女性を保護する工場法が制定された�だがそれは

女性を保護する�いうより��男性労働力を女性労働

力から差別化して価格（賃金）を超える質的優位性を

作りだし�男性優位の労働市場を形成する���なっ

た�

　「国家の仕事は統治するこ�で�経済の仕事は生産

�分配である」�言ったのはハイルブローナーである

が�国家�経済�いう�つのシステムは互い�影響し

合う 23)�国家は統治の必要から経済�介入し�経済

はその必要から国家�介入する�その身近な例を挙げ

てみよう�2009 年の日本�は�国家統治の見地から

多くの課題があったが�排気ガスの削減や雇用の拡大

�その１つであった�それ�対して自由民主党の麻生

太郎政権は�燃費のよいハイブリットカーの購入促進

のため�税金を支�し�購入後 13 年以上経過したク

ルマの税金を引き上げた�その政治的決定（市場介入）

の意�は�古いクルマを持つ人の買い換え需要を刺激

して総需要を拡大し�雇用を増やす�共�排気ガスを

削減するこ��よって国民を満足させる�いう統治目

的を果たすこ��ある�だがそれは�売り上げの減少

�悩む自動車業界の要請�応えた�のか�しれない�

いずれ�しろ古い物を捨てて新しい�のを買わせよう

�する消費奨励政策�は�日本人の美徳の１つである

�いわれる「�ったいない」精神などはかけら�見ら

れない�09 年８月 30 日の総選挙で�自由民主党は大

敗して政権は民主党�移った（９月 21 日�鳩山由紀

夫内閣成立）が�消費奨励路線�は変わりないようで

ある�

　「�ったいない」精神は�「貯蓄は美徳」の考え方�

つながる�かつての政府は�個人の貯蓄を推進するた

め�預金者を保護し金利や税制面で優遇措置を�って

きた�ここから生まれる貯蓄は�産業�く�工業の設

備投資や社会資本の建設�向けられ�生産力の拡大�

貢献してきた�しかし供給過剰の時代�至る�その必

要性は薄れた�そして�むしろ拡大した生産能力�見

合う消費の方が求められるよう�なってきた�それ�

応�て預金の全額保護や優遇税制は廃止された�そし

て上記のような消費�対する優遇措置を�るよう�変

わってきた�設備投資の必要性が薄れる��たん�消

費抑制の���なる「�ったいない」精神は経済成長

の足を引っ張るよう�なったからである�

　財・サービスの生産量（所得）は�基本的�は物的

資本�労働�依存する�だが生産の増加は�資本�労

働の量的成長だけでは計れない�物的資本�質の違い

があるよう�労働��また違いがある�個々の労働の

質（生産性の高さ）が何�よって決まるかは判然�

しないが�平均的�言えば教育レベルがその基礎�な

る�単なる労働の量より��質の高さが生産量�貢献

する�いうこ�で�労働は人的資本��言われるよ

う�なった�この言葉は�アメリカの経済学者ゲー

リー・ベッカーの著書�Human Capital（1975）�よっ

て一般化した�のであるが�彼はその日本語版（佐野

陽子訳『人的資本』1976）序文�おいて�日本の企業

�おける職場教育を賞賛した�のであった�職場訓練

を通�て熟練した労働者が忠誠心を持って仕事�あた

り�職場は終身雇用�よってそれ�応える�いう日本

型経営は�日本経済の成長の源泉��言われた�ので

ある�しかしながら�職場訓練�終身雇用�男性だけ

の�のであり�ほ�んどの女性はそこから排除されて

きた�日本経済の基幹部分の労働力は男性�よって占
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められ�そこから排除された女性は結婚して夫�対す

る「内助の功」を果たしてその労働能力を高めるこ�

しかできなかったのである�

　高度成長期の日本経済の強さは「安価で優秀な労働

力」�支えられていた�それ�よって日本製品の国際

比価は低く抑えられ�そのため�国際競争力を得て輸

�を伸ばしていった�高度成長期の�く�第�次産業

�おける労働需要の増加�対して供給�また増加した

から賃金の上昇は抑えられた�労働供給が増加したの

は�単�労働力人口が増加しただけでなく�主�して

農村�あった過剰な労働力（た�えば土地を持たない

農家の二�三男）が職を求めて都市�流�する�いう

社会的増加があった�ちなみ��1950 年から 70 年の

間��第１次産業就業者の比率は 48.5％から 19.3％�

減少し�第�次産業のそれは 21.8％から 34％�増加

したのだった�しかしながら 70 年代からは労働供給

の社会的増加は縮小して賃金の上昇を必然化し�70

年代を過ぎる�日本経済は高コスト構造�変わった�

いわれるよう�なってきた�それ�共�工業製品は供

給過剰�なり�経済構造はサービス・ソフトの生産�

傾き始めた�さら� 90 年代以降�長期不況過程を歩

むよう�なる�コスト削減圧力がかかって労働環境は

悪化し始めた�そして安価な労働力�しての女性が求

められるよう�なってきた�

　家事・育児・介護�いう家庭責任が女性の労働市場

への参入を制限し�それ�よって作られた職場の「男

性社会」が�家庭責任から自由な女性の参入を�規制

してきた�そして�それで国民の多くが納得していた

時代は終わった�男性からの経済的自立を求める女性

が増加した 1980 年代から変化の予兆が見られた�こ

れは主�して独身女性の間�おこったこ�であるが�

90 年代�なる�男性の職場環境の悪化�よって�既

婚女性��就業の必要が生�てきた�意識上であれ生

活防衛上であれ�女性個人の問題から生まれた就業の

必要性は�やがてマクロの経済社会問題�して国民的

課題�上ってきたのである�すなわち�総人口および

労働人口の減少�いう事態の表面化である�

　ここ�至って�政治・行政は女性の労働市場参入を

自由化するべく�直接�間接の介入を積極的�行うよ

う�なってきた�ワークライフバランス構想である�

これは「男は外で働き�女は家庭を守る」�いう通念

が男性雇用環境の不安定化�よって現実性を失ったこ

�への対応であり�また労働人口の減少�対して「男

�女�共�外で働き�家庭を守る」こ��よって税収

�社会保障資金をえよう�する�のである�政府は自

ら旗を振って�産業革命以来 150 ～ 200 年�わたる伝

統的な思考法�それ�基づくライフ・スタイルを変え

よう�企�するのであるが�そのため�は強力な市場

介入を必要�する�政府は 80 年代から女性排除的�

非流動的だった労働市場�対して男女雇用機会均等法

や労働者派遣法を制定してその方向を変えよう�して

きた�そしてワークライフバランス構想では�さら�

積極的・直接的�女性労働力の供給拡大政策を�りは

�めた�詳細は次節で述べるが�その政策は�一方で

規制を緩和し他方で強化する�のである�前者は�た

�えば�女性の労働市場参入を促進すべく保育所増設

のため�設置基準等を緩めるこ�であり�後者は�男

女の雇用条件を均等化し�多様な労働形態を提供する

よう企業�規制をかけるこ�である�

８．男女共同参画と保育所問題

　日本は 21 世紀�入って総人口・労働人口の減少期

を迎えたが�それ�対応すべく家庭責任�縛られてき

た女性の社会的活用が必要�なる�そのため�は�社

会的な意志決定や仕事の場�男女が共�参画すべきで

ある�このような認識の下�自民党政権は�ワーク（仕

事）�ライフ（家庭）のバランスが�れた「男女共�

参画社会」を構想するよう�なった�以下�その過程

を見ていくこ��しよう�

　男女共�参画社会�いう言葉が公式�使われるよ

う�なったのは�99 年�「男女共�参画社会基本法」

が施行された後のこ�であり�一般化したのは�中央

省庁再編�よって生まれた内閣府�男女共�参画局が

設置された 2001 年以降のこ�であろう��基本法で

は�男女の人権尊重（第３条）�政策等の立案及び決

定への共�参画（第５条）�家庭生活�おける活動�

他の活動の両立（第６条）などがうたわれた 24)�そ

して男女共�参画室が設置（1993 年）されて�男女

共�参画社会�向けた行政の積極的な取り組みが始

まった�そこで最優先されたのが子供を持つ女性の就

業�不可欠な保育所の充実であった�

　保育所は�児童福祉法�基づいて「保育�欠ける児

童を措置する」施設であり�幼児教育を目的�する幼

稚園�は明確�区分されてきた�その役割は�働き手
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である夫を亡くした母子家庭や夫婦が共�働かなけれ

ば生計が成り立たない貧困家庭の児童を収容するこ�

�ある�「保育�欠ける」�判断するのは市町村長で�

その上で�保育所入所�いう行政�分が下されるこ�

�なる�社会福祉のカテゴリー�ある保育所は�厚生

労働省が認可権を持つ社会福祉施設であって�経費補

助率が高い代わり��市町村や社会福祉法人以外の「保

育業」への参入は厳重�規制されてきた�

　外で働く夫の収入が高くなる�つれて妻の就業率は

低下する�いうダグラス－有沢の法則は�「男は外で

働き�女は家庭を守る」�いう通念�すなわち�経済

的必要がない限り女は外で働かないのは当然である�

する考え方を追認する�のであった�そしてそれを支

えたのは「３歳までは母親が保育すべし」�いう三歳

児神話であった�1960 年代�定着した�いわれるそ

れは�「三つ子の魂百まで」�いう諺�基づく俗信で

ある�いわれたり�学問上の論議の対象�なったりし

ながら一般�定着していった�のである�そうする��

子ど�を保育所�預けて働く母親は「子育て放棄」の

罪悪感を抱くこ��なり�また�そういう「保育�欠

ける」家庭の子ど�は「気の毒な子ど�」�いう差別

の目で見られるよう��なった�

　84 年� 181 万１千人だった保育所利用児童数はそ

の後減少し続けて 94 年�は 159 万３千人�なった�

しかしそれ以降増加�転��01 年�は 182 万８千人�

08 年�は 202 万�千人�増加した�それ�����

保育所�入るこ�を希望しながら受け入れられない待

機児童が増えていった�このこ�は�長期�わたる不

況が既婚女性の就労ニーズを高めたこ�を物語るが�

そればかりではなく�結婚・子育て・専業主婦�いう

女性のライフスタイル�あって就業の側面が重視され

るよう�なってきたこ�を意味する�のである�

　この過程で�「仕事�子育ての両立支援」のための

法�行政組織が整えられ�内閣府�新設された男女共

�参画局を中心�して「両立」支援の目玉�なる待機

児童ゼロ作戦が始まった�そこでまず�保育所の定義

を「保育�欠ける」児童のための施設から「保育を必

要�する」児童の施設�変えるこ��なった 25)�待

機児童をなくすため�は保育所定員を増やさなければ

ならないが�そのため�は保育業への新規参入が必要

�なる�それ�対して保育業は�「護送船団方式」の

下�あったかつての銀行��似た保護�規制の領域�

あった�そこで�98 年４月施行の改正児童福祉法�

よって保育所の利用原則は措置制度（保育�欠ける児

童�対する行政措置�しての保育所入所）から利用選

択方式（親�よる適正な保育所選択）�変わり�エン

ゼルプラン (1994)�新エンゼルプラン (2000) �よって�

低年齢児枠の拡大や延長保育など保育所の弾力的運用

が�られるよう�なってきた�そして 2000 年３月の

厚生省児童家庭局長通知�よって「社会福祉法人以外

の者」（株式会社�NPO�個人など）�保育所設置認

可申請ができるよう�なった 26)�

　待機児童ゼロ作戦�象徴される「仕事�子育ての両

立支援」案は�男女共�参画会議 27) を経て�01 年７

月�閣議決定された�この過程で「子ど�の福祉」�「親

の都合」がせめぎ合った結果�子ど�の福祉を下げる

こ�なく親の都合�合わせるため��保育所行政の規

制緩和��乳児保育や延長保育など保育所�よる多様

なサービスの導入が促進されるよう�なった�この過

程を支配したのは�供給が限られて需要超過�陥った

保育市場�対する供給能力拡大の意�であった�

　�ころで�仕事�子育てを両立させるため�は�保

育所があれば済む�いう�のではない�個々人の問題

は別�して社会的枠組みがそれ�そった�のでなけれ

ばならない�そこで�03 年７月�は�その枠組みを

定める「少子化社会対策基本法」�それを具体化する

ための「次世代育成支援対策推進法」（略称「次世代

法」）が制定された�「少子化対策基本法」は�その前

文で�高齢化を伴う少子化を「国民生活��深刻かつ

多大な影響を�たらす」「有史以来未曾有の事態」�

認識し�それ�対して「新たな一歩を踏み�すこ�は�

我ら�課せられている喫緊の課題である」�の決意を

示し�国�自治体�事業主�国民の責務を説いている

（第１章３～６条）�そして少子化社会対策大綱を策定

し�それを実施するための「少子化社会対策会議」を

設けたのだった 28)�

　一方の「次世代法」は�その第�条��「次世代育

成支援対策」の意味を「次代の社会を担う子ど�が健

やか�生まれ�かつ�育成される環境の整備のための

国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行

う雇用環境の整備その他の取組をいう」�定義してい

る�これ�よって仕事�子育ての両立は政治課題�な

り�行政は�そのため�必要な労働環境の改善を企業

�強制するこ�ができるよう�なった�た�えば第
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20 条では�従業員 300 人を超える企業�対して�社

員が仕事�子育ての両立を�るこ�ができるよう�す

る「行動計画」を策定し�厚生労働大臣�届け�るこ

�を義務づけている 29)�

　総人口�労働力人口の減少�対するこのような政府

の取り組みは��く�小泉純一郎内閣（01 年４月～

06 年９月）の「構造改革路線」�おける規制緩和の

流れ�乗ってきたが�それは一方で政治・行政�よる

民間�対する規制強化�いう形を�るよう�なってき

た�すなわち�①親が働くため�子ど�を預ける保育

業界�対しては規制を緩和する�それ�よって新規参

入を促し収容児童数を増やす����利用者のニーズ

�合った新商品（た�えば９～５時の保育時間��ら

われない早朝保育や延長保育）を増やして利便性を高

める�一方�②働く人を受け入れる企業�対しては�

仕事�子育てを両立できる仕事環境を整備するよう規

制をかけるこ��なったのである�

　「仕事�子育ての両立」�は�端的�言えば�家庭

�いる妻の労働力化を�るこ�である�そのための施

策�して次の�つが柱�なる�①規制緩和�よって保

育所を整備・充実し�それ�よって女性の子育て時間

を減らし労働供給量を増やす�次��②夫婦そろって

子育てが可能�なるよう��企業は�従業員がライフ

スタイル�合わせて選択できる多様な労働形態を整え

る（両立支援）�共��職場�おける男女平等を徹底

する（均等支援）よう�企業�対する規制を強化する�

政府の「両立支援政策」�は�このよう�一方�おけ

る規制緩和�他方�おける規制強化を柱�する�ので

ある�そうするこ�の目的は�家庭�閉�こめられて

外��るチャンス�乏しかった女性の「チャレンジ支

援」�ある 30)�

　家事は人生�欠かせない部分ではあるが�社会から

隔絶された所で行うルーチン労働であり�市場や行政

などの公的領域�比べる�能力を発揮するチャンスは

乏しい�そう�すれば�女性のライフスタイルをより

豊かな�の�するため�チャレンジ機会を提供するこ

�は必要である�それを利用するかしないかは各人の

自由であるが�選択の自由がない�いうこ�は�それ

自体不幸なこ�だからである��く�現状では家事・

育児の負担が偏る女性��って「両立」はプラス面ば

かり�は限らないが�仕事をするこ��よる明確なプ

ラスは所得を伴うこ�である�男女共�参画局は�学

校卒業後のライフスタイルを次の４形態�分け�「典

型的なケース」�限定した�断りを入れた上で�女性

の生涯可�分所得（年金含む）を算�した 31)�

①継続勤務の生涯可�分所得：�億 1,100 万円

②退職後正社員�して再就職：１億 8,200 万円

③退職後パートの場合：8,200 万円（年収 103 万円

　　　　　　　　　　　以内�調整した場合）

④退職後無業の場合：4,200 万円　

　このうち��産・育児のため�退職する�正社員で

再就職するこ�は難しいから②はレアケースで�一般

�は①�③�④の選択�なる�①�既婚女性の多数が

選択する③�の生涯所得差は１億 2,800 万円（退職後

パート職を�る場合の機会費用）�専業主婦を選択し

た場合の④�の差は１億 6,900 万円である（専業主婦

の機会費用）�

　政府は�ライフスタイルの違い�よる生涯所得差を

示すこ��よって�国民�対して「さあ�これで�働

かないか」�迫っているようである�所得が多かろう

�少なかろう�いずれを選択するかは個人の自由で

あって�政府が�やかく言うこ�ではない�しかしな

がら�それぞれの所得�はそれ�相応する所得税�住

民税�社会保障負担金がかかっている�政府��って

必要なこ�はこれらの収入を確保するこ�である�家

庭労働は様々な家庭財・サービスを生み�す�それら

�は価格は付かないが価値はある�その価値が�市場

労働で得られる価値＝価格�比べて高いか低いかは各

人が判断するこ�である�

　ワークライフバランス・男女共�参画政策は「少子

化対策」から始まった�いわれるが�そこ�は�将来

の総人口・労働力人口の減少�対して�生率を引き上

げ�かつ女性労働力率を高めるこ��よって税金�社

会保障負担金を増額する�いう目的があった�そうす

る�そこ�は�戦時中の「生めよ殖やせよ」の悪しき

イメージが伴う�そこで政府は�それを払拭するため

�「次世代育成」�いう言葉を入れ�女性が働くこ�

の意義を説くよう�なった�����政府が考えたの

は「家庭を守る奥さん��少し働いて�らいましょう」

�いうこ�だった�そこで�働く妻の収入のうち�給

与所得控除（最低 65 万円）�基礎控除（38 万円）の

合計 103 万円までは非課税�したのである�それ��

時��妻の収入がこの範囲�あれば�夫の収入�対す

る配偶者控除が認められ�夫の支払う所得税が減額さ
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れるこ��なる�妻の収入が 103 万円を超える�この

控除がなくなり夫の所得税は高くなる�つまり�政府

は�妻が限度以上働かないこ�を条件�夫の税金を割

引してきたのである�

　ライフスタイル別の生涯所得を提示するこ��よっ

て�政府は女性の仕事�対するインセンティブを高め�

「みんなこぞって働こう」�国民を鼓舞するのである

が�そこ�は�妻が夫をケアしてその生産性を上げる

より��二人で働いた方が生産力が高まる�いう意�

が含まれている�妻が家庭責任を果たしつつパートタ

イマー�して家計を補助するこ�を目的�設定された

配偶者控除は�今では廃止の方向�あり妻を仕事の場

�振り向けよう�している�

　企業の方��労働の対価である賃金の他��扶養家

族を持つ従業員�対して労働基準法�はない家族手当

を支給してきた�その際の配偶者の所得制限は非課税

の 103 万円（あるいは社会保険の扶養範囲である 130

万円）であり�その範囲で社宅を提供する企業�あっ

た�こういった給付�は福祉的な意味合い�あったが�

それ�よって従業員の生産性を高めるこ�が意�され

てきた�だがこうした給付は�長期不況下のコスト削

減過程で廃止の方向�向かっている�夫や子ど�を支

える妻が家を守ってこそ夫は存分�働くこ�ができる

のか�妻のケアを受ける男の方がそうでない男より�

生産性が高いのか�問う�き�答えは否定の方向�変

わってきたのである�また�職場内�既婚女性が増え

て�それが当たり前の状態�なってくる��妻を被扶

養者�する必然性�なくなってくる�

　こうして専業主婦システムはほころび始めたが�そ

うする�「男は外で働き�女は家庭を守る」�いう通

念�否定されるこ��なる�男女共�参画社会�は�

通念から解放された社会でなければならない�はたし

て日本は�本当�そういう社会�向かうのであろうか�

９．仕事と家庭の両立政策の前にあるもの

　政治・行政�よる仕事�家庭の両立支援政策は�そ

のための法を定め�それ�基づいた社会的枠組みを

作っていく�いう形で進められた�一方�仕事の場を

提供する企業の側では�男女均等・両立支援の体制を

整えていく�こうした制度を備えた企業はファミリー・

フレンドリー企業�呼ばれる�ではそこでは�女性は

子供を持って�正社員�して働き続けられるだろう

か�それを問う�き�１つの大きな問題が明らか�な

る�

　ファミリー・フレンドリー企業�は�次の条件を備

えた�のである�（1）育児休業や介護休業の制度を持

ち�それがよく利用されている�（2）短時間勤務や在

宅勤務の制度を持ち�それがよく利用されている�そ

して（3）男性�よく利用している�このうち（1）�（2）

がクリヤされて��（3）は難しい�企業が両立制度を

持つ�して�その理由が「お上から命�られた社会福

祉事業を行う」�いうのでは現実性がないだろう�営

利を目的�する企業が積極的�両立支援制度を整えて

運用するため�は�それ�よる生産性（利益）向上期

待が伴わなければならない�

　�ころで�現実�両立制度を利用して�従業員が休

業や短時間勤務を選択したらどうなるか�法律が�そ

れを昇進や昇給のためのマイナス要因�しない�規定

した�ころで�その間の仕事上のブランクが生産性�

影響しない�あるいはそれを向上させる�認められな

い限り�企業内�おいては�昇進や昇給�いった将来

のキャリア�傷をつけるこ��なる�そしてそれが認

められるこ�はきわめてまれである�そこで�共�仕

事を持つ夫婦が育児・介護の支援制度を利用しよう�

する�き�いずれのキャリアを優先すべきか�いう問

題が起こる�

　多くの場合�優先されるのは夫のキャリアである�

その理由は�夫の方が妻より�高い収入や地位を得や

すいし�また子育てや介護�は妻の方が向いている�

いった偏見�基づいた�のである�この考え方は�「女

性の幸せは家庭�ある」「女性を働かせるこ�は労り

�欠ける」�いった男性の偏った女性観�根ざすが�

それは「誤りであるこ�が簡単�証明できない」が故

��男性のみならず女性の支持さえ得てきたのであっ

た���あれ職場�おける昇給・昇格など�関わる女

性差別が�育児や介護�よるキャリア中断を女性�押

しつけてきたのである�

　職場�おける就業継続を困難�する事由�は�家事�

育児�老親の介護�配偶者の転勤などがあるが�これ

らを理由�仕事を休んだり退職するこ�は�社会通念

上�女�は認められて�男�は認められない�「家庭

の責任は女�ある」�いう感覚がなくならない限り�

女性��って仕事�家庭の葛藤は常�存在し�いか�

制度を整備して��女性が就業を継続する�は困難が
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伴う�その結果�女性の離職確率は高くなり�それが

賃金や昇格�おける女性差別�つながっていく�

　日本の企業が�年功序列�終身雇用�いう恵まれた

雇用システムを構築しつつ�そこから女性を排除して

きたのは�それ�よって外部利益が得られたからだ�

川口章『ジェンダー経済格差』は言う�それは次の�

式�よる�すなわち�一般��企業が女性を採用（長

期雇用）しないなら�女性は結婚して専業主婦�なら

ざるをえない�それ�よってその夫の離職確率が下が

るなら�彼が勤務する企業の利益は高まる�すなわち�

就業上の男女差別が女性の専業主婦化を必然化し�そ

れ�よって企業は自ら努力するこ�なく�家庭的義務

を免れ生産性の高い男性を雇うこ�ができる�いう意

味の外部利益を得るのである�そうして女性が職場か

ら排除される�ビジネス慣行は女性を無視した�の�

なってさら�女性の参入を拒むこ��なる�また女性

が専業主婦を承認するなら�就業�必要な社会的イン

フラ�た�えば女性を家庭�拘束する育児や介護�対

する社会的負担システム�形成されるこ�はない 32)�

かくして女性はますます家庭�閉�こめられ�男女の

役割分担論は強固な通念�なって人の行動を規制する

こ��なる�

　性別分業が一般化して�多くの家庭が夫の収入だけ

で暮らすこ�ができた時代�は夫婦共稼ぎ�対する

ニーズは希薄であり�それ故�両立政策を求める声�

小さかった��ころが�長期�わたる不況が安定的な

男性雇用システム�不安を�たらす��家庭の側��

妻が働く必要が生�て両立支援システムが求められる

よう�なる�そしてその一方で�少子化・人口減少�

いうマクロ的問題が発生した�ころで�政府主導�よ

る両立支援政策が始まったのだった�だがそこ�は�

法律や制度を超えて女性の就業継続を妨げる「男女の

役割分担」�対する通念が根強く生き残っているので

ある�

　日本では 90 年代から�この通念の壁を崩して仕事

�暮らしの両立を可能�する制度づくりが政府主導で

始まった�それ�対して�アメリカでは政府はそうい

う政策を�らない�荻原久美子『迷走する両立支援』

（2006）は言う�その理由は�アメリカ�は「家族の

自己決定権やプライバシーを保障する上で�国家や政

府は家族生活�介入すべきではな」い�いう考え方が

強いこ��ある 33)�そのため�家族の決定事項であ

る働き方を政府が示すようなこ�はしない�この間の

事情を荻原は次のよう�言う�大統領選挙�際した遊

説先で�候補者が演説を終える�妻や子ど�が駆け

寄ってくる�アメリカ人は�そこ�「安定した家庭」

をイメージして候補者�対する共感や親近感を持つ�

上記の考え方は�こうした伝統的家族観（ファミリズ

ム）�基づく�のであり�夫が外で働き妻は専業主婦

�いう伝統的核家族を理想�する�のである 34)�

　このこ�から見て��「男は外で働き�女は家庭を

守る」�いう性別分業を良し�する考え方は�なお根

強く残っている�これ�関する調査結果を白波瀬 〔７〕

は次のよう�記している 35)�「専業主婦は働くこ��

��くらい充実しているか」�問う�き�日本女性は

48.2％がそれ�賛成している（男性は 43.2％）�それ

�対してアメリカ�イギリスでは賛成は３分の１程度

であるが�それで�なお高い�女らしくあるべき教育

を受けてきた女性たちが�いま急�「働くべきだ」�

言われて��まどいを隠せないだろう�それ�対して

「働いて妻子を養う」こ�を強制されてきた男たちが�

雇用不安を抱えるよう�なったいま�専業主婦の役割

を女性ほど�は認められないの�当然であろう�

　外で働く男�雇用不安があるなら�暮らしの安全�

安心のため�女性�働くべきは当然である�そうして

ワークライフバランスを�るため�は�夫の家事・育

児への参加が前提�なる�それ�対して松田〔16〕の

調査�よる��OECD11 カ国�おける夫の平均家事・

育児時間は 2.9 時間で�日本のそれは 0.8 時間�過ぎ

ない 36)�その原因は�日本人男性が�く�家事非協力

的だ�いうこ�ではなく�その時間がないこ��すな

わち通勤時間を含む労働時間が長すぎるこ��ある�

　男女雇用機会均等法は�労働時間制限など女子保護

規定を廃止するこ��よって成立したが�それは「男

並み」を求める�のであり�二元論的男女論を一元化

する�のであった�そこ�あるのは生産性至上主義で

ある�だがそれは�工業化過程が行き尽くしてサービ

ス・ソフト化が進行する�共�矛盾を露呈するこ�を

見てきた�なすべきこ�は�労働条件�「人間保護規定」

を適用するこ��端的�言えば家庭・個人生活を犠牲

�するような労働条件を変えていくこ�である�その

ため�は�法的な規制だけでなく�新機軸を打開して

それが新しい利潤原理�整合性を持つシステムを構築

するこ�である�
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10．むすび

　企業の最大の目的は利潤の追求�ある�それが得ら

れないなら企業は消滅を免れないのだから�利潤の追

求を否定するこ�はできない�より多くの利潤を獲得

する�は生産額（販売額）を増やしコストを削減すれ

ばよい�予想需要の増大�よって価格の上昇�生産量

の増加を前提できた高度成長期�は�利潤の��は工

場の拡大�あった�それ�よって雇用量が増えて�賃

金は相対的�低かったから増加するコストが利潤を損

なうこ�はなかった�だが�やがて過剰生産の時代�

入ってきた�そこでは�はや生産の増加は前提�なら

なかった�しか�賃金は相対的�上昇してきた�正の

利潤を得るため�は労働生産性が実質賃金を上回らな

ければならないが�その生産性�賃金の差異性が縮小

してきたのである�

　そのような�ころで利潤を確保する�は�コストの

削減�すなわち賃金の切り下げ�雇用の削減（生産

性の上昇）を�りつつ生産量を保つこ�を求められ

る�これ�沿って個々の企業は利潤を求めて��く�

90 年代後半から 2000 年代�かけて正社員を削減して

パートや契約社員�切り替え�残った正社員�はサー

ビス残業を課してきた�こうして労働市場は低賃金労

働層�長時間労働層�分かれるこ��なった�既婚女

性の多くがパート労働者�して前者�仲間入りし�家

庭責任（家庭労働）�合わせて長時間の労働を強いら

れるよう�なってきた�一方�職場で長時間労働を強

いられるその夫たち�は家庭責任を果たす余裕はな

く�彼らの家事時間は OECD 諸国平均値を大きく下

回るこ��なった�

　市場の評価を求める企業は賃金を引き下げて利潤を

確保し貯蓄を積み上げてきた�それ�対して賃金の低

下した家計の消費性向は上昇し貯蓄の余裕はなくなっ

てきた�1990 年�は法人貯蓄 8.0 兆円�対して個人貯

蓄は 38.6 兆円であったが�その後両者の差は縮小し

2000 年以降�法人貯蓄は家計貯蓄を上回りその差が開

いてきた�その結果�2005 年�は法人貯蓄 38.5 兆円�

対して�家計貯蓄はわずか8.9兆円�減少したのである�

家計�は�はや消費拡大の力はなく�そのため需要増

加期待の持てない企業の貯蓄は投資�回るこ�ない遊

資�なって海外�輸�されている�個々の企業が利潤

を拡大しよう�するミクロ合理性は�結果的�総需要

の減退�いうマクロ非合理をつくり�している�

　自由民主党内閣が打ち上げてきたワークライフバラ

ンス構想は�保育所の収容人数を増やして女性を職場

�送ろう�する�のであった�政府はそれを「女性の

チャレンジ支援」�いうが�実際は低賃金労働力を求

める企業のミクロ合理性�応える一方で�雇用の不安

定化を助長してマクロ非合理を拡大してきたのではな

いだろうか�

　工業中心であった経済がサービス・ソフト化する�

つれて�必要�なるのは意志決定�際しての多様性で

ある�規格品の大量生産�適していた男性中心の一元

的意志決定システムは�規格化できないサービス・ソ

フト製品の生産�は適しない�そこでは�男女が共�

意志決定の場�参加する必要がある�そのため�は職

場�おける男女均等が求められる�だがそうする��

「家事はだれがするのか」�いう問題が生�る�仕事

（work）の目的は多様である�して�その結果である

賃金は生活（life）のための手段である�１万円札そ

れ自体は食べるこ��着るこ��できない�それを

使ってどのような暮らしをするか�そのための意志決

定�実行が�暮らしのための家事である�思われる�

それを男女が共�行うため�は�偏った労働時間の再

配分が社会的�志向されなければならない�「仕事（市

場労働）のため�家事（家庭労働）�参加できない夫

��家事のため�仕事�参加できない妻」�いう現状

の構�を改めない限り�男女共�参画は覚束ないであ

ろう�

　市場原理�従う限り�この構�が変わる�は思えな

い�そこ�は相変わらず選択の自由はない�自民党政

権が掲げたワークライフバランス構想は�この構�を

変えるこ�なく�かえって低賃金労働�長時間労働の

�極分化を進めてきた�2009 年９月�成立した民主

党新政権は�旧政権の政策�大幅な改編を加えている

が�その１つである配偶者控除の廃止は�女性の仕事

�対すするインセンティブを高める�して��そのま

までは低賃金労働を増やすだけ�なるだろう�

　「男は外��女は内�」�いう通念は�安定した雇

用制度や税・福祉政策��支えられて�工業化時代�

おける生産性�国民満足度向上の背景�なってきた�

しかしながら�サービス・ソフト化の時代�入って�

制度は変わり通念�変わろう�している�だが�新た

な生産性向上�国民満足を�たらす思想や制度は未だ

混沌の内�ある�
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【註】

　1）日本で� 1916 年�工場法が施行されたが�内容の不

備は避けられず再三の改正��拘わらず�女性や子ど

�の保護のため�は�労働基準法（1947）まで待たね

ばならなかった�

　2）結婚したカップルが男性の姓を名乗るのは�通念�よ

るばかりではない�男性の姓を名乗れば男性が世帯主

�なり�会社員ならば�その世帯主�対して家族手当

が支給される場合が多い�いう現実がある�

　3）改正前の国籍法では�両親のどちらかが日本人でない

場合�生まれた子ど��日本国籍が与えられるのは�

父親が日本国籍を持つ場合�限られていた（父系血統

主義）が�両親のいずれかが日本国籍を有する場合（父

母両系血統主義）�改正された�

　4）濱口〔11〕p.20
　5）このこ��ついては�小池〔５〕�詳しい�それ�よ

る��年功賃金制は日本経済の後進性（貧困）を背景

�して�生産性�は別の生活給の支払いを目的�生ま

れた�いう説がある�しかしそうならば�生産性�基

づく賃金で生活できる先進国�成長すれば�年功賃金

制はなくなるはずだが�現実�はなくなっていない�

日本�異なる賃金制度を取る欧米��年功賃金を跡づ

けるデータがあり�日本�特徴的�は言えない�日本

�特徴的�いえるのは�そこ�ホワイトカラーだけで

なくブルーカラーを含めた�ころ�ある�pp.19 ～ 31

　6）橘木〔９〕は「専業主婦は女性の夢だった�いえば�

様々な反応が届」くこ�をこ�わりながら�夢の事情

�ついて記している（pp.195-8）�
　7）岩間〔１〕p.18
　8）平成 10 年版『厚生白書』は�日本が「『男は仕事�女

は家庭』�いう男女の固定的役割分業が最�徹底され

た社会�なったのは 1970 年代半ばであった」�回顧

している�そして次のよう�続ける�「サラリーマン

�結婚し�煩わしい近所付き合い�なく�仕えるべく

舅・姑�いない�郊外のこぎれいな住宅団地での専業

主婦生活」は�若い女性の夢であった�「官製版戦後

女性誌」はそれ�続けて�しかしながら「子育て終了

後の 40 歳代後半の妻たちは�役割を失い�喪失感�

悩む」よう�なり�それが�女性就業率の上昇や�未

婚女性の晩婚化�つながっていった�記している（厚

生労働省 HP(http://www1.mhlw.go.jp/wp/wp98p1c1.html)
参照�

　9）厚生労働省「平成 18 年版　働く女性の実情」参照�

10）メーカー指定の価格を小売値�するこ�を再販売価格

維持制度�いうが�これは����独占禁止法で禁止

されている�それ��拘わらず「定価」が横行したの

は�供給不足�いう現実があったからである�そのた

め�生産過剰時代�入る�独禁法を待たず��「定価」

は自ず�姿を消していった�現在�メーカーが定めた

定価販売が認められているのは�書籍�新聞�音楽レ

コード・CD 等「文化的価値」を認められた�のだけ

である�

11）非正規雇用比率上昇の背景�は�若年者の増加が含ま

れている�木村〔４〕�よる��04 年３月の高卒女

子は 62 万人�高卒後進路不確定者（無業および非正

規就業者）は 6.4 万人�専修学校中退者 2.5 万人�専

修学校卒業後進路不確定者３万人�大卒後進路不確定

者３万人�短大卒後進路不確定者６万人�計 21 万人

を数える�このこ�は�「62 万人中�３分の１の女子

が一度�正規雇用されるこ�なく 22 歳を迎える」こ

�を意味する（木村〔４〕p.50 参照）�

12）国民所得分配勘定で見る��1955 年�は雇用者所得

が国民所得の 54％�個人業主所得が 29％を占めてい

た�それ対して�1980 年�は�雇用者所得は 66％�

上昇し�個人業主所得は 13％�減少した�

13）標準世帯�ないし標準家族�いう�きの標準化�は�

「20代半ばまで�女性の多くが結婚するよう�なり（結

婚するこ�が期待され）�結婚�共�仕事を辞めて専

業主婦�なり（専業主婦�なるこ�が期待され）��

人の子ど�を�つ（�人の子ど�を�つこ�が期待さ

れる」�いう画一化である（岩間〔１〕p.58）�
14）木村〔４〕p.46
15）1950 年�は 21.8％であった第�次産業の生産比率は

70 年�は 34％�上昇したが�90 年�は 33％��2000

年�は 29％��さら� 2005 年�は 22.7％�低下した�

16）松原〔15〕は�1970 年代末から 80 年代初め�かけて�

結婚��らわれず経済的�自立した女性を推奨した雑

誌「クロワッサン」が��く�若い女性�与えた影響

力�ついて書いている�

17）木村〔４〕p.47�1960-70 �は�中卒・高卒・短大卒

�しか開かれていなかった女子雇用市場�大卒が受け

入れられるよう�なる��それ以下の学歴市場が狭く

なり�それが女子の進学率を高める原因��なった�

18）この法則は現在で�ほぼ当てはまるが�所得の最�低

い層で妻の就業率が低く�最�高い層で妻の就業率が

高くなるこ�が観察されている�前者は若い子育て中

のカップルで�後者は学歴が高く�公務員で�子ど�

のいないカップル�よく見られる�真鍋〔17〕参照�

19）柏木〔�〕p.6
20）80 年代前半の経済成長�最大の寄与をしたのは純輸

�であった�日本の恒常的な貿易黒字�対して欧米諸

国から�それは「失業の輸�」である�する批判が起

こり�貿易摩擦が深刻化した�のだった�

21）ピンカー〔14〕pp.106-7�ここで男性性�女性性�い

う言葉は�「男だから」�「女だから」�いう絶対的相

違を表す�のではなく�「男性�比較的多く見られる」�

「女性�比較的多く見られる」傾向�いった意味で使
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われる�

22）ケンブリッジ大学の心理学・精神医学教授サイモン・

バロン = コーエン〔12〕は「女性型の脳は共感する傾

向が優位�なるよう�できている�男性型の脳はシス

テムを理解し�構築する傾向が優位�なるよう�でき

ている」�いう（pp.10-11)�ここで共感�いうのは�

相手�対する思いやりの気持ちで�システム�は「イ

ンプット－作用－アウトプット�いう関係で表せる規

則�従う�のすべて」である (p.116)�それは�「～す

れば・・・�なる」�いう論理過程を持つ機器類や建

造物�社会・政治構造などすべてを含んでいる�

23）ハイルブローナー〔８〕p.57
24）男女共�参画社会基本法�ついては�次を参照�

http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#TOP
25）板東眞理子〔13〕p.14　
26）厚生労働省「保育所の設置認可等�ついて」（2000年３

月30日）http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku01/
index.html

27）内閣府�設置される「重要政策�関する会議」で男女

共�参画局がセットする�議長は内閣官房長官��種

の会議�して�経済財政諮問会議�総合科学技術会議�

中央防災会議などがある�

28）少子化社会対策基本法�ついては次を参照�

ht tp : / /www.mhlw.go . jp / top ics /bukyoku/se i saku /
syousika/030819/6.html#zenbun

29）次世代法�ついては次を参照�http://law.e-gov.go.jp/
htmldata/H15/H15HO120.html

30）板東〔13〕は�第３章「女性のチャレンジを支援する」

で�女性の社会進�は単�就業を求めるだけでなく�

「政策・方針決定の場」�チャレンジするこ�だ�い

い�「2020 年まで�あらゆる分野の指導的地位�女性

を 30％」�いう数値目標を掲げている�

31）男女共�参画局資料（www.gender.go.jp/danjo-kaigi/（www.gender.go.jp/danjo-kaigi/www.gender.go.jp/danjo-kaigi/
eikyou/houkoku/hei01-4.pdf）�よる�パートは年収 103）�よる�パートは年収 103�よる�パートは年収 103

万円を超えない就業形式���資料�よる��夫婦で

合算した生涯可�分所得は�①継続勤務世帯が４億

6,900 万円�②退職後再就職世帯が４億 4,000 万円�③

退職後パート世帯で３億 4,100 万円�④退職後専業主

婦世帯で３億 1,000 万円である� 
32）川口〔３〕p.120 参照�

33）荻原〔10〕P.129
34）荻原〔10〕P.130
35）白波瀬〔６〕p.117
36）松田〔16〕pp.129-32

＊　＊　＊　＊
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